
§２ 環境基本計画の推進 

１ 環境基本計画の概要 

青梅市環境基本計画は、環境にかかる諸政策を総合的かつ計画的に推進す

るための、基本となる計画です。将来においても青梅市が住み良い環境を形

成していくため、市民・市民団体・事業者・滞在者・市が協働して取り組む

こととし、各主体の環境へのかかわり方を示しています。青梅市の環境特性

を生かした環境と調和したまちづくりを目指しています。 

この計画の策定に当たっては、約３０名の市民が参加した「市民会議」が

中心となって、庁内の検討組織と協働して平成１７年３月に策定しました。 

平成２７年３月には、１０年の計画期間を迎えたことから社会情勢に合わ

せる形で改定を行い、第２次青梅市環境基本計画として策定し、各施策を推

進しています。 

 

(1) 計画の位置付け 

青梅市環境基本条例第８条にもとづき、青梅市総合長期計画を環境面から

推進する計画として位置付けられます。 

(2) 計画の対象とする範囲 

生活環境の保全、自然環境の保全、ごみ削減・資源化、エネルギー、生物

多様性、温暖化対策等の地球規模の環境問題に対応した地域社会からの行動、

およびそれらを推進していくための仕組みづくり（情報提供、連携、教育な

ど）を対象とします。 

(3) 計画の期間 

平成２７年度を初年度として１０年間とします。 

(4) 計画を推進するに当たっての基本理念 

○環境の保全等は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる

良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として

行われなければならない。 

○環境の保全等は、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない持続的発展

が可能な社会を構築することを目的として、すべての者の積極的な取組と相

互の協力によって行われなければならない。 

○地球環境の保全等は、日常生活およびすべての事業活動において推進され

なければならない。 

(5) 計画の基本的な考え方 

○震災による市民の価値観変化を踏まえた環境対策の推進 

○市民と行政の協働による環境対策の推進 

○民間と行政の協働による環境対策の推進 

○分野横断的な環境対策の推進 

(6) 計画全体の望ましい環境像を支える６つの環境テーマ 

青梅市環境基本計画の目標は、「計画全体の望ましい環境像」とそれを支

える６つの環境テーマ（緑、水、大気、ごみと資源、エネルギー、ひと）
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の望ましい環境像からなっています。 

私たちは、６つの環境テーマで示された基本方針ごとの取組みと重点アク

ションを進めることにより、望ましい環境像の実現を図っていきます。 

(7) 計画全体と各環境テーマのキャッチフレーズおよび基本方針 

☆美しい自然のふるさと青梅～豊かな環境を未来に引き継げるまち～ 

○緑…青梅の緑から地球の緑へ 

・緑豊かな森林を守り、育て、活かす 

・身近な自然を守り、育てる 

・恵み豊かな農地を活かす 

・人と動植物との共生を実現する 

○水…流域市民を結ぶ、水の生まれるまち 

・豊かな水源を保全する 

・清冽な水質・豊かな水量を守る 

・地域に根付いた水辺空間を再生する 

○大気…澄んだ空気と思いやりのあるまち 

・化学物質から大気環境を守る 

・自動車による負荷から大気環境を守る 

・生活に伴う負荷から大気を守る 

○ごみと資源…創造に満ちあふれる循環型社会のまち 

・４Ｒを推進する 

・廃棄物を適正に処理する 

○エネルギー…持続可能で環境負荷の少ないまち 

・エネルギーを有効に活用する 

・エネルギーの地産地消を推進する 

○ひと…市民がつくる未来のふるさと＝循環と共生のまち 

・こころが通い合う「ふるさと」を育む 

・環境のためのネットワークを共に創る 

・自然を育む文化・歴史を伝え創造する 

・マナーを守る地域コミュニティを育む 

(8) 重点アクションの基本方針 

○低炭素社会の構築-地球温暖化対策実行計画(区域施策編)- 

・省エネルギー対策の推進 

・再生可能エネルギー等の導入促進 

・低炭素型の交通システムへの転換 

・森林の整備による吸収源対策の推進 

○循環型社会の更なる推進 

・４Ｒの推進 

・ごみ削減強化と資源化の推進 

・バイオマスエネルギーの応用 

・農産物等の地産地消の推進 
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○生物多様性の保全 

・「知る」～生物多様性への理解の促進 

・「守り、育てる」～生物の生息・生育環境の保全と再生 

・「伝える」～生物多様性の継承 

・「参加する」～協働による生物多様性への取組 

(9) 青梅市生物多様性地域戦略「青梅ひとと生き物イキイキプラン」の策定 

        重点アクション「生物多様性の保全」のアクションプランとして平成

３０年８月に「青梅ひとと生き物イキイキプラン」を策定しました。 

    本プランでは、目指すべき将来像を「山・里・川・まち～自然の恵み

を守り、活かし、みんなで未来につなぐまち青梅～」としております。

市のみならず、市民、市民団体、事業者、専門家、滞在者など、青梅に

関する全ての人々により、自然の恵みにあふれた青梅を未来に引き継げ

るよう、取組みを進めていきます。 

   （ア） 計画の位置付け 

本市における生物多様性地域戦略として策定したものであり、国や東

京都の計画や、本市の上位計画である「第６次青梅市総合長期計画」「第

２次青梅市環境基本計画」等、関連計画との連携と調整をはかりつつ、

さまざまな主体の参画と多様な分野との連携をはかりながら進めていき

ます。 

（イ） 計画の対象とする範囲 

本戦略の対象区域は、本市全域とします。 

また、本市を構成する地形は、隣接する自治体とのつながりをもって

成り立っているため、周辺地域との連続性を考慮した取組みを検討する

必要があります。そこで、必要に応じて広域的な取組の連携について検

討を行います。 

（ウ） 計画の期間 

平成３０年を初年度として１０年間とします。 
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２ 環境基本計画の推進・進行組織 
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３ 青梅ひとと生き物イキイキプランの推進体制 
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４ 環境推進会議 

(1) 目的 

市のすべての課を横断する組織として、環境に係る施策を推進し、計画の

進行管理を通じて全体の環境マネジメントを行います。環境連絡会等と連携

して協働事業を行います。 

(2) 役割 

ア 各課で取り組む環境の保全にかかる施策・事業についての総合的な調

整・推進と全職員に対する意識啓発 

イ 環境連絡会等の市民・事業者との協働事業の実施 

ウ 周辺市町村や都、国などと協働して取り組む施策・事業の実施と青梅市

から周辺市町村などに対する環境情報の発信 

エ 各課で取り組む環境の保全にかかる施策・事業についての点検・評価 

オ 施策・事業の点検・評価結果を、環境連絡会と連携し、環境報告書を作

成 

カ 環境報告書に対する市民、環境審議会等からの意見を踏まえ、次年度以

降の年次計画に反映 

(3) 青梅市環境推進会議設置要綱 

ア 環境の保全等に関する施策について検討し、その円滑な推進を図るため、

設置 

イ 平成１７年９月１日制定 

ウ 庁内１５名の部課長で構成 

(4) 開催状況 

第１回 平成３１年１月１１日 
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５ 環境審議会  
(1) 目的 

市長からの諮問に対し調査審議の後、答申するとともに、環境報告書やそ

れに対する市民等の意見をふまえ、専門的見地から計画の点検・評価を行い

ます。また、計画の推進や見直しに当たって市長に助言を行います。 

(2) 役割（青梅市環境基本条例第２３条第２項に規定する事項） 

ア 環境基本計画に関すること。 

イ 環境への配慮に関すること。 

ウ 環境の保全等についての基本的事項に関すること。 

(3) 青梅市環境審議会規則 

ア 青梅市環境基本条例（平成１４年青梅市条例第３４号）第２３条第６項 

の規定にもとづき、青梅市環境審議会（以下「審議会」という。）の組織

および運営に関する必要な事項を定めたもの 

イ 平成１４年７月２０日施行 

ウ 公募市民、各種団体等の代表、事業者、学識経験者、関係行政機関の職

員１５名以内で構成  
(4) 開催状況 

第１回 平成３０年５月１０日 

青梅市生物多様性地域戦略について ほか 

第２回 平成３１年２月２２日 

木質バイオマスに対する今後の市の取組みについて ほか 
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６ 青梅市環境連絡会 

(1) 目的 

市民、市民団体、事業者と行政の運営組織として、市の施策・事業の実

施に対する点検・評価を行い、計画全体の進捗状況に対する意見・提案を

行います。 

(2) 役割 

ア 取組内容に関する実施主体相互の共通理解と連絡調整 

イ 市の施策・事業の実施、計画全体の進捗状況に対しての意見・提案 

ウ 環境推進会議等の行政との協働事業の計画立案と点検・評価  
(3) 登録団体数 

１７団体（平成３１年３月３１日現在） 

(4) 開催状況 

第１回 平成３１年２月１日 

(5) 取組事業 

事業名 実施期間 

クールビス運動 平成３０年５月１日～平成３０年９月３０日 

夏至ライトダウン 平成３０年６月２１日 

クール・アースデー 平成３０年７月７日 

打ち水事業 打ち水ウィーク･･平成３０年７月２３日～平成３０年８月１日 

全市一斉打ち水･･･平成３０年７月２６日 

ウォームビズ運動 平成３０年１１月１日～平成３１年３月３１日 

エコドライブ運動 通年 
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７ 生物多様性保全協議会 

(1) 目的 

青梅市における生物の多様性の保全および持続可能な利用に関する施策  
の推進のために必要な事項について協議します。  

(2) 役割 

ア 生物多様性基本法（平成２０年法律第５８号）第１３条にもとづき市が

定める生物多様性地域戦略にかかる調査および検討に関すること。  
イ   生物多様性の保全等に関する施策の企画および調整に関すること。  
ウ その他生物多様性の保全等のために必要な事項に関すること。  

(3) 青梅市生物多様性保全協議会設置要綱 

  ア 生物多様性保全協議会の組織および運営に関する必要な事項を定めた

もの 

  イ 平成２７年６月１日施行 

  ウ 公募市民、学識経験または専門的知識を有する者、各種団体の代表、関

係行政機関の職員１５名以内で構成 

(4) 開催状況 

第１回 平成３１年２月６日 
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１０ 環境基本計画 環境目標達成値（平成３０年度） 

指標 現況値 目標値 達成値 

森林面積 
6,464ha 

(平成 25 年度) 
6,464ha 

6,464ha 

(平成 30 年度) 

経営耕地面積 
223ha 

(平成 22 年度) 
201ha 

155ha 

(平成 27 年度) 

河川(市内各地点)の

BOD 環境基準達成度 

100% 

(平成 24 年度) 
100% 

100% 

(平成 30 年度) 

二酸化硫黄濃度(市役

所屋上)（年平均） 

0.001ppm 

(平成 24 年度) 
現況値以下 

0.000ppm 

(平成 30 年度) 

大気中ダイオキシン

類濃度(市役所屋上) 

0.016～0.014 

pg-TEQ/m3 

(平成 24 年度) 

現況値以下 

0.013～0.011 

pg-TEQ/m3 

(平成 30 年度) 

主要交差点における

二酸化窒素の測定値

(ppm) 

0.026～0.010ppm 

(平成 24 年度) 
現況値以下 

0.024～0.010pm 

(平成 30 年度) 

主要道路における騒

音の測定値(dB) 

72～50dB 

(平成 24 年度) 
現況値以下 

69～54dB 

(平成 30 年度) 

市民１人１日当たり

の燃やすごみ排出量 

567g 

(平成 24 年度) 

510g 以下に 

減らす 

551g 

(平成 30 年度) 

市民１人１か月当た

りの電力使用量 

413kWh/人・月 

(平成 25 年度) 
388kWh/人・月 

407kWh/人・月 

(平成 30 年度) 
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